
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  医療法人の事業承継税制が創設               

Ｑ：平成26年度の税制改正では、医療法人

の事業承継税制が創設されるとか。どのよう

な内容になるのですか？ 

                                              

Ａ：次のような内容になります。 

【解説】 

平成26年の税制改正では、「医療継続に係

る相続税・贈与税の納税猶予等の創設」が盛

り込まれました。概要は、次のとおりです。 

 ①相続税 

  相続人が、経過措置医療法人の持分を相続

又は遺贈により取得した場合において、その

医療法人が相続税の申告期限において、認定

医療法人であるときは、その相続人が納付す

べき相続税額のうち、その認定医療法人の持

分に係る課税価格に対応する相続税額につい

ては、担保提供を条件として、移行計画の期

間満了までその納税を猶予し、移行期間内に

その相続人が持分の全てを放棄した場合には、

猶予税額を免除する。 

 ②贈与税 

  認定医療法人の出資者が持分の放棄をした

ことにより、他の出資者に贈与税が課される

場合には、その他の出資者が納付すべき贈与

税額のうち、その放棄により受けた利益に係

る課税価格に対応する贈与税額については、

担保提供を条件に、移行計画の期間満了まで

その納税を猶予し、移行期間内にその他の出

資者が持分の全てを放棄した場合には、猶予

税額を免除する。 

認定医療法人の詳細は、今国会で審議され

る改正医療法において規定されます。 
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